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短 期 給 付 金
【 給付対象者】 　 黒字： 組合員　  緑字： 被扶養者　  青字： 共通

療養の給付

家族療養の給付

療養費

家族療養費

出産費〈 同附加金  〉

出産手当金

弔慰金

家族出産費〈 同附加金  〉

埋葬料〈 同附加金  〉

家族埋葬料〈 同附加金  〉

家族弔慰金

訪問看護療養費

家族訪問看護療養費

一部負担金払戻金

家族療養費附加金

入院時食事療養費

高額療養費

自

動

給

付

組合員（ 被扶養者） が病院でマイ ナ保険証等を使用し て診療を 受けたと き

給付額　 総医療費のう ち7 割を 共済が負担（ 3 割窓口負担）

　 ※被扶養者が6歳に達する日以降の年度末まで　 （ 2 割窓口負担）

　 　 　 　 　 　 7 0 歳以上（ 現役並み所得者を除く ） （ 2 割窓口負担）

組合員（ 被扶養者） が死亡し たと き

給付額　 5 0 ,0 0 0 円〈 附加金2 5 ,0 0 0円〉

被扶養者が水震火災その他の非常災害で死亡し たと き

給付額　 標準報酬の月額の額（ 注４ ） の7 割

組合員が出産のために学校等を 休み、 給与が減額さ れたと き

給付期間　 出産前42 日(多胎妊娠の場合は9 8日)、 出産後56 日

給付額　 1 日につき 「 出産手当金等支給開始日の属する 月以前の直近の継続

　 　 　 　 し た1 2 か月間の各月の標準報酬月額の平均額」 ×1 ／2 2×2／3

組合員（ 被扶養者） が出産し たと き （ 出産のみでなく 、 死産およ び妊娠8 5

日以上の流産も 対象と なり ます）

給付額　 4 88 ,0 0 0 円〈 附加金5 0 ,0 0 0 円〉

　 ※産科医療補償制度対象分娩の場合、 12 ,0 0 0 円を加算し て5 0万円を支給

①　 組合員（ 被扶養者） がやむを えない事情により マイ ナ保険証等を使用し

　 　 ないで病院で受診し たと き

②　 マイ ナ保険証等が使用でき ないも ののう ち、 医師が治療上必要と 認めた

　 　 場合（ コ ルセッ ト 等の治療用装具、 はり 、 き ゅう 、 マッ サージ等）

※①②と も に共済組合が認めた場合 

給付額　 総医療費のう ち7 割を共済が負担（ 3 割は自己負担）

組合員が水震火災その他の非常災害で死亡し たと き

給付額　 標準報酬の月額の額（ 注４ ）

組合員（ 被扶養者） が病院で食事療養を 受けたと き

給付額　 食事に要し た費用から 自己負担額（ 原則と し て1 食につき 5 5 0 円）

　 　 　 　 を控除し た額を共済が負担

組合員（ 被扶養者） が重度の障害等によ り 医師の承認を 受けた上、 自宅に

おいて指定事業者から 指定訪問看護を受けたと き

給付額　 指定訪問看護に要し た費用のう ち7 割を共済が負担

組合員（ 被扶養者） の保険適用の窓口負担が、 2 5 ,0 0 0 円（ 注１ ） を超えてい

ると き

給付額　 窓口負担額（ 3 割） から 2 5 ,0 0 0 円（ 注１ ） を 差し 引いた額（ 1 0 0 円

　 　 　 　 未満切捨て）

組合員（ 被扶養者） の保険適用の窓口負担が一定額（ 注２ ） を超える場合

給付額　 窓口負担額のう ち自己負担限度額（ 注２ ） を超えた額
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所得区分 標準報酬月額 自己負担限度額 多数回該当※

ア 

イ  

ウ 

エ 

病気やケガ（ 公務時以外） 、 出産、 死亡等のと きに次の給付が受けら れます。

育児休業手当金

育児休業支援手当金

育児短時間勤務手当金

介護休業手当金

災害見舞金

傷病手当金
☆〈 同附加金  〉

組合員が育児休業をし た場合

給付期間　 対象と なる子が1歳に達するまでの期間（ ただし 、 子が1歳に達し た

　 　 　 　 　 日後について保育所に入所でき ない等、 特別の事情に該当する場合

　 　 　 　 　 に限り 、 最大2 歳に達する日まで延長）

給付額　 1 日につき最初の1 80 日までは標準報酬の日額（ 注３ ） ×6 7 ／1 0 0

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　1 80 日経過後標準報酬の日額（ 注３ ） ×5 0 ／1 0 0

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（ 給付上限相当額あり ）

組合員と その配偶者が対象期間内に1 4日以上育児休業を取得し た場合

給付期間　 子の出生後（ 女性は産後休業後） 8週間以内

給付額　 1日につき標準報酬の日額（ 注３ ） ×13／10 0（ 最大28 日）

組合員が公務によら ない病気やけがで勤務できなく なっ たと き

給付期間　 傷病手当金　 1 年6 月

　 　 　 　 　 同附加金　 　 　 6月（ 上記終了後） （ 退職後は給付対象外）

給付額　 1日につき「 傷病手当金等支給開始日の属する月以前の直近の継続　

　 　 　 　 し た12 か月間の各月の標準報酬月額の平均額」 ×1／22×2／3

組合員が介護休業をし た場合

給付期間　 介護休業の日数を通算し て66日を超えないも の

給付額　 1日につき標準報酬の日額（ 注３ ） ×67 ／100

　 　 　 ※報酬の一部が支給さ れる場合は、 給付額が調整さ れます。

組合員が災害により 、 住居や家財に損害を 受けたと き 

（ 損害の程度により 給付さ れない場合も あり 、 現地調査が必要と なり ますので、

事由が発生し た場合はすぐ に電話連絡し てく ださ い）

給付額　 損害の程度により 標準報酬の月額（ 注４ ） の3 ヵ 月分～0 .5ヵ 月分

※　 ☆印は法定給付に上乗せし て、 公立学校共済組合が独自に行っ ているも のです。 （ 附加給付）

(注１ )標準報酬の月額が5 3 0 ,0 0 0 円以上の場合は5 0 ,0 0 0円と なり ます。

(注２ )高額療養費の自己負担限度額（ 7 0 歳未満の者）

※ 多数回該当・ ・ ・ 診療月を 含む過去1 年以内の高額療養費給付が3 回以上ある場合の4 回目以降 

※ 2 0 2 6 年8月から すべての所得区分において自己負担限度額が引き 上げら れる予定です。  

8 30 ,0 0 0 円以上

5 30 ,0 0 0 円以上

2 80 ,0 0 0 円以上

2 80 ,0 0 0 円未満

25 2 ,6 0 0 円＋（ 総医療費ー8 42 ,0 0 0 円） ×0 .0 1

1 6 7 ,4 0 0 円＋（ 総医療費ー5 58 ,0 0 0 円） ×0 .0 1

8 0 ,1 0 0 円＋（ 総医療費ー26 7 ,0 0 0 円） ×0 .0 1

5 7 ,6 0 0 円

1 4 0 ,1 0 0 円

9 3 ,0 0 0円

4 4 ,4 0 0円

4 4 ,4 0 0円

組合員が2 歳未満の子を養育するため、 育児短時間勤務を すると き

給付額　 支給対象月に支払われた報酬額の最大10％
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交通事故にあわれたと きは 

【 提出書類】 ①損害賠償申告書　 ②第三者加害報告書　 ③第三者加害発生状況報告書

      　 　 　 　 ④加害者関係事項　 ⑤確約書                  ⑥同意書

      　 　 　 　 ⑦（ 治癒し た時） 治癒届　 ⑧交通事故証明書　 ⑨（ 示談完了し た時） 示談書の写し

※ ①～⑦は公立学校共済組合佐賀支部より 送付し ます

マイ ナ保険証について 

医療機関がマイ ナ保険証に対応し ている場合

マイ ナ保険証を ご利用く ださ い

医療機関がマイ ナ保険証に対応し ていない場合
（ システムが使用でき ない等）

マイ ナポータ ル
の資格情報画面

マイ ナ保険証

o r

資格情報のお知ら せ
（ A4 用紙で配布済）

マイ ナ保険証の利用登録を し ている 資格確認書の提示

も し く は

(注３ )標準報酬の日額・ ・ ・ 標準報酬の月額 ÷ 2 2

(注４ )標準報酬の月額・ ・ ・ 実際に支給さ れた全ての報酬月額を 標準報酬等級表にあてはめて決定する額

(注５ )請求行為（ 請求書提出） によ り 支給さ れる 給付金は、 その給付事由が生じ た日から 2 年以内に請求

し なければ、 時効によ り 給付金を受給する 権利が消滅し ます。

　 交通事故などの第三者の行為で受傷し た場合、 マイ ナ保険証や資格確認書を 使っ て医療機関で診療を受

けるこ と ができ ますが、 その場合は共済組合に連絡し た上で、 事故報告書などを 提出し ていただく 必要が

あり ます。

　 本来、 第三者の行為で受傷し た治療費は、 加害者(相手方)が負担すべき も のです。 マイ ナ保険証や資格

確認書を 使用し て診療を 受けた場合、 総医療費の7 割が医療機関から 共済組合に請求さ れ、 共済組合が一

時的に立て替えて医療機関に支払う こ と になり ます。

　 提出し ていただく 書類は、 後日、 共済組合から 加害者(加害者が加入し ている 保険会社)へ医療費の請求

を する際に必要と なり ます。

　 令和6 年1 2 月2 日付で健康保険証の発行が終了し 、 マイ ナ保険証（ 健康保険証と マイ ナン バーカ ード を

紐づけし たも の） へ移行し まし た。 令和8 年4 月に新たに認定を さ れた組合員・ 被扶養者の方には短期間

の「 資格確認書」 を交付し ています。 「 マイ ナ保険証」 の状況を 確認し て、 有効期限内に、 マイ ナンバー

と 紐づけがさ れていない方には新たな有効期限の「 資格確認書」 を送付し ます。 マイ ナンバーと 紐づけさ

れている方はマイ ナ保険証を お使いく ださ い。

　 なお、 マイ ナンバーと の紐づけの解除を 希望さ れる方は、 公立学校共済組合佐賀支部短期給付係へご連

絡をお願いし ます。

☆医療機関で保険診療を受けると き

は
い

いいえ

＋
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下記の要件を満たし ているこ と  

① 主と し て組合員の収入により 生計を維持し ている者 

② 国内に居住する者（ 住民票上。 例外も あり ）  

③ 次のいずれかに該当する者 

ア 配偶者（ 事実上婚姻関係と 同様の事情にある者を含む） ・

子・ 父母・ 孫・ 祖父母・ 兄弟姉妹 

イ  同居し ている三親等内の親族でアに掲げる者以外の者 

ウ 組合員と 同居し ている事実上婚姻関係と 同様の事情にある配偶者の父母・ 子（ その

配偶者の死亡後も 同じ ）  

※ 所得の限度額 

年額13 0 万円未満 

ただし 、  

① 障害を事由と する公的年金等受給対象者又は6 0 歳以上の者は年額18 0 万円 

② 毎年1 2 月3 1 日現在の年齢が1 9 歳～2 2 歳の方は年額1 50 万円です。

注意！給与の扶養手当と 対象時期が若干違います。 また、 配偶者は除き ます。  

　 令和8 年4 月1 日から の新規認定で、 収入が給与のみの場合は労働条件通知書で年額を

判断し ます。 ただし 、 年額が判断でき ない場合（ シフ ト 制など） は従来の認定です。  

< 所得の限度額の一覧>

　 離職等により 被扶養者の資格要件を 備えた場合は、 その事実の生じ た日から 3 0 日以内

に、 所属所を経由し て被扶養者の認定申告を行っ てく ださ い。

　 3 0 日を超えて申告さ れた場合は、 所属所長が受け付けた日が認定日と なり ますので、

ご注意く ださ い。  

普通認定（ 扶養手当対象者） 特別認定 

一般 19 ～22歳 一般 
6 0 歳以上

（ ※1 ）  

1 9 ～2 2 歳

（ ※2 ）  

組合員と の

関係

配偶者

配偶者以外の

被扶養者
1 3 0 万円 1 3 0万円1 5 0万円 1 8 0万円

1 3 0万円 1 8 0万円

1 5 0 万円 

被扶養者の認定要件を確認し てみまし ょ う ！！ 

≪被扶養者の認定要件≫

【 認定申告について】

※1 　 6 0 歳以上及び障害年金受給対象者 

※2 　 「 1 9 ～2 2 歳」 の令和8 年の該当者は、 平成1 6 年1 月2 日～平成2 0 年1 月1 日生まれ

　 　   の方です。 平成1 6 年1 月2 日～平成17 年1月1日生まれの方は、 令和8 年は1 50 万円

　 　   ですが、 令和9 年1 月から 1 3 0 万円になり ます。 扶養手当の対象期間と 違いがあり

  　 　 ます。  
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別居し ている父母等への送金額が認定要件の基準額未満になっ

たと き

※基準額＝収入合計額（ 送金額を 含む） の3分の1以上

　 有効期限内の証は必ず回収し て、 申告書に添付し て下さ い（ 回収日を記入のこ と ） 。

また、 限度額適用認定証も 忘れずに返納し てく ださ い。

※ 「 資格情報のお知ら せ」 の返却は不要です。

　 改姓、 住所変更時は必ず届出をし てく ださ い。 被扶養者が転居し た場合も 忘れずに

お願いし ます。

※ 資格確認書をお持ちの方が改姓する場合は必ず資格確認書を添付し てく ださ い。

就　 　 職

収入超過

別　 　 居

送　 　 金

≪被扶養者の認定取消手続き が必要と なる事例≫　

取消事由

【 資格確認書について】

【 改姓、 住所変更時は届出を忘れずに】

年額等は、 下記の対象の方は金額を 読み替えてく ださ い。
※ 1 9 ～22 歳の収入限度額は、 年額15 0 万円、 月額1 2 万5 千円、 日額4 ,1 6 7 円です。
※ 6 0 歳以上または障害年金受給対象者の収入限度額は、 年額1 8 0 万円、 月額15 万円、
　  日額5 千円です。

事　 　 例 取  消  日

就職日（ 婚姻日）

社会保険資格取得日

年金証書・ 年金改定

通知書等の受領日

税務署等の受付日又は

確定申告受付初日

認定要件の基準額未満

別居の日

受給開始日

になっ た月の初日

就労初日

4か月目の初日

就職や結婚等により 他の健康保険（ 社会保険） に加入し たと き

（ 年間収入が1 3 0 万円未満であっ ても 社会保険の被保険者にな

れば取消と なり ます。 ）

アルバイ ト 等による収入が年額1 3 0 万円以上又は

月額1 0 8 ,3 3 4 円以上の収入が見込まれると き

月額1 0 8 ,3 3 4 円以上の収入が3か月連続で超えたと き

雇用保険(失業等給付)の基本手当日額が3 ,6 1 2 円以上のと き

（ 待機期間、 給付制限期間は支給さ れないため、 被扶養者と し

て認定でき ます。 ）

確定申告により 認定基準年額以上になっ た場合

※個人年金や株の配当金も 収入に含まれます。

同居を 条件と する被扶養者と 別居し たと き

アルバイ ト 等による 収入がある 者が年金支給開始と なり 、 年金

額と 収入額の合計年額が1 3 0 万円以上又は月額1 0 8 ,3 3 4 円以上

が見込まれると き

※遺族年金、 障害年金も 含みます。
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標準報酬の定時決定について標準報酬の定時決定について標準報酬の定時決定について標準報酬の定時決定について

定時決定の算定例 ※等級は短期給付の等級を例示し ています。  

報酬月額+ + ÷3＝
3 4 5 ,0 0 0 円

標準報酬月額

（ 厚生年金の等級は2 1級）

第24級

310 ,0 0 0以上330 ,000未満

報酬月額 標準報酬月額

標準報酬等級表に当てはめる

330 ,0 0 0以上350 ,000未満

第23級

令和８ 年度から「 子ども・ 子育て支援金制度」と 掛金の徴収が始まり まし た令和８ 年度から「 子ども・ 子育て支援金制度」と 掛金の徴収が始まり まし た令和８ 年度から「 子ども・ 子育て支援金制度」と 掛金の徴収が始まり まし た

●定時決定と は

　 　 組合員が実際に受けている報酬に見合っ た標準報酬と なる よ う に、 毎年7 月1 日に組合員である 方を 対象と

　 し て4 月から 6 月までの報酬を も と に標準報酬を 決定するこ と を 「 定時決定」 と いいます。 決定し た標準報酬

　 は、 その年の9月から 翌年の8 月まで適用さ れます。

●定時決定の対象外と なる方

　 ・ 6 月1 日から 7 月1 日までの間に、 組合員の資格を取得し た方

　 ・ 7 月から 9 月までの間に随時改定、 育児休業終了時改定、 産前産後休業終了時改定を 行う 方

●算定方法

　 4 月、 5 月、 6 月の3 か月間の報酬の平均により 、 標準報酬月額を決定し ます。

34 0 ,0 0 0 円3 4 0 ,0 0 0 円

3 2 0 ,0 0 0 円 第2 4 級

円位未満の端数
切捨て

4 月の報酬

3 0 ,0 0 0 円

基本給

諸手当

3 0 0 ,0 0 0 円

5 月の報酬

6 0 ,0 0 0 円
諸手当

基本給

3 0 0 ,0 0 0 円

6月の報酬

4 5 ,0 0 0 円
諸手当

基本給

3 0 0 ,0 0 0 円

子ども ・ 子育て支援金制度と は？ 

子育て世帯に対する支援の拡充を 通じ て、 子ども や子育て世帯を社会全体で支える仕組みです。  

当共済組合を 含む医療保険者は、 徴収し た掛金及び事業主から 徴収し た負担金を 国へ納付する 役割を担っ て

います。  

子ども ・ 子育て支援掛金の徴収の対象は？ 

年齢や被扶養者の有無、 組合員種別に関係なく 、 全組合員が徴収の対象です。 ［ 注1］

［ 注1］ 後期高齢者医療制度の被保険者である組合員は、 後期高齢者医療制度において徴収するこ と と なるた

め、 公立学校共済組合から の徴収はあり ません。

掛金徴収の開始時期は？ 

子ども ・ 子育て支援掛金は、 令和8 年4 月分の給与から 、 短期掛金と 併せて徴収が始まり まし た。  

月々の掛金額はどのく ら い？ 

月額の掛金額は「 標準報酬月額（ または標準期末手当等） ×掛金率」 で算出さ れます。  

令和8 年度の掛金率・ ・ ・ 1 ,0 0 0 分の1 .1 5  

（ 例） 標準報酬月額が3 2 0 ,0 0 0 円の場合・ ・ ・ 32 0 ,0 0 0 円 × 1 .1 5  / 1 ,0 0 0  ＝3 6 8 円（ 円未満切捨て）  

産前産後休業期間中また育児休業期間中は、 掛金免除の対象と なる？ 

短期掛金と 同様に掛金免除の対象と なり ます。

海外に在住し ている場合は、 掛金免除の対象と なる？ 

海外に在住し ている場合の掛金免除制度は介護掛金のみが対象と なる ため、 免除の対象と なり ません。
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特定健康診査（ 特定健診） ・ 特定保健指導 無料
で受けら れ

ます

無料
で受けら れ

ます

無料
で受けら れ

ます

専門検診事業

大腸がん検診事業

注意： ク ーポン券の再発行はできません。

頭部M RI・ M RA 検査
39歳、 4 4歳、 49歳、 5 4歳、 59 歳、

64 歳、 6 9歳、 74 歳の組合員（ 4/1時点の年齢）
の方々にク ーポン券をお配り し ています。
令和8 年度の補助限度額は15 ,0 0 0円です。

乳がん検査

40歳以上の偶数年齢の女性組合員（ 4/1時点の年齢）
の方々にク ーポン券をお配り し ています。
令和8年度の補助限度額は5 ,0 0 0 円です。

子宮頸がん検査

21 歳以上の奇数年齢の女性組合員（ 4/1時点の年齢）
の方々にク ーポン券をお配り し ています。
令和8年度の補助限度額は5 ,0 0 0 円です。

前立腺がん検査

50 歳以上の男性組合員（ 4/1時点の年齢）
の方々にク ーポン券をお配り し ています。
令和8 年度の補助限度額は2 ,0 0 0円です。

令和８ 年度 各種検診事業のお知ら せ
　 職員の皆様は労働安全衛生法に基づき 、 年に一度は健康診断を 受けて事業主（ 教育委員会等） に報告し ていただく 必要があ

り ます。 生活習慣病や、 日本人の2 人に1 人はかかると いわれる 「 がん」 も 、 早期の状態では無症状であるこ と が多く 、 自覚症

状が出る頃には手遅れと なる可能性も あり ます。 定期的な健康診断やがん検診の受診は、 生活習慣病の予防やがんの早期発見・

治療に繋がり ます。

・ 特定健康診査（ 特定健診）
　 生活習慣病の予防のために、 メ タ ボリ ッ ク シンド ローム（ 内臓脂肪症候群） に着目し た健診です。

・ 特定保健指導
　 生活習慣病の発症リ スク が高く 、 生活習慣病の改善がリ スク 軽減に効果的な方に対し て専門職
　 （ 医師、 保健師、 管理栄養士など） が生活習慣を 見直すサポート をし ます。

○対象者　 　 　  4 0 歳から 7 5歳の誕生日を 迎える組合員（ 一般・ 任意継続・ 一部の短期） 及びその被扶養者

○自己負担額 無料

○受診の流れ 【 一般組合員】

　 　 　 　 　 　  定期健康診断又は互助会実施の人間ド ッ ク を 受診する こ と で、 特定健康診査を 受診し たこ と になり ます。

　 　 　 　 　 　  【 任意継続組合員・ 被扶養者】

　 　 　 　 　 　  7 月中旬に被保険者の所属（ 任意継続の方は自宅） へ「 受診券（ セッ ト 券） 」 を 発送し ます。 受診の際は

　 　 　 　 　 　  「 受診券」 と 本人確認書類を 持参し て、 指定する各医療機関又は市町の集団健診で受診し ます。

　 　 　 　 　 　  【 一部の短期組合員】

　 　 　 　 　 　  9 月終わり に所属あて「 受診券（ セッ ト 券） 」 を 発送し ます。 受診方法は任意継続組合員や被扶養者の方

　 　 　 　 　 　  と 同じ です。

○対象者　 　  特定健診の結果により 、 保健指導が必要と 判断さ れる 者

○自己負担額 無料

○実施の流れ 【 一般組合員】

　 　 　 　 　 　  所属訪問型、 遠隔面談型または医療機関での保健指導のいずれかを 選択し 、 それぞれのプロ グラ ムに沿

　 　 　 　 　 　  っ て保健指導を受けます。

　 　 　 　 　 　  【 任意継続組合員・ 被扶養者・ 一部の短期組合員】

　 　 　 　 　 　  特定健診実施日に初回面談が可能な医療機関を 選択し た場合は、 「 セッ ト 券」 を 利用し て当日に保健指

　 　 　 　 　 　  導を受けるこ と ができ ます。 その他の医療機関を受診し た場合は、 後日共済組合より 保健指導「 利用券」

　 　 　 　 　 　  が届き ますので、 保健指導を 実施し ている 医療機関を 予約し て実施し ます。

　 各検診の補助対象年齢に該当する方には、 4 月下旬～5 月下旬までに「 専門検診補助ク ーポン券」 を 所属あてに送付し ていま

すので、 共済組合への申込は不要です。 ク ーポン 券を お受け取り 後、 各自で指定医療機関へのご予約を お願いし ます。 教職員

互助会が実施する人間ド ッ ク 補助と 合わせて受診するこ と も 可能です。

　 今年度も 「 年度当初の年齢が4 0 歳以上で、 互助会の人間ド ッ ク 補助を 受けない方」 に対し 、 郵送によ

る大腸がん検診を実施予定です。 9 月頃に新教育情報システムにて募集を 予定し ており ます。

なお、 こ ちら の検診では希望者の自己負担はあり ません。

　 受診期限は令和8 年1 0月3 1 日までと なっ ています。 医療機関により 予約状況が異なり ますので、

お早めに受診を お願いし ます。
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無料
で受けら れ

ます

無料
で受けら れ

ます

健康管理・ メ ンタ ルヘルス講習会
・ ラ イ ンケア（ 管理職向け講習会）

健康・ メ ンタ ルヘルス出前講座

・ 講師派遣型

所属や教育委員会等が希望する医師・ 心理師等の講師

を共済組合が手配し ます。 研修後の個別相談も 可能です。

（ 心理師等に限る。 ）

なお講師への謝金や交通費は共済組合が負担し ます。

・ 費用助成型

所属や教育委員会等が「 組合員のから だの健康づく り 」 や「 メ ン

タ ルヘルス」 についての研修会を開催する場合にその費用の一部を

助成し ます。 （ 最大3万円まで）

・ 相談員派遣型

所属や教育委員会等より 申請を受け、 臨床心理士や

保健師等を所属に派遣するこ と で教職員が抱える不安

や悩みの早期解決の手助けをし ます。

なお相談員への謝金や交通費は共済組合が負担し ます。

・ セルフ ケア（ 全組合員向け講習会）

職員の身体やこ こ ろの健康管理は個人だけの問題

ではなく 、 職場の円滑な職務遂行のためにも 、 重要

な課題です。 そのため、 職員の健康管理について、

指導的な立場にある管理職を対象と し た講習会を実

施し ています。

○実施時期・ 会場

○講師公立学校共済組合九州中央病院
メ ンタ ルヘルスセンタ ー
公認心理師・ 臨床心理士
田中通子先生

メ ンタ ルヘルスケアを行う には、 基本的な知識を持

つこ と と 、 セルフ ケアの方法を身につけるこ と が大切

です。 こ こ では基本的な知識と 各テーマに沿っ た講習

会、 ヨ ガや箸づく り 、 セルフ マッ サージの体験型セミ

ナー行います。

○実施時期・ 会場

○講師 公立学校共済組合九州中央病院
メ ンタ ルヘルスセンタ ー
公認心理師・ 臨床心理士
西川 啓祐 先生
江﨑 直樹 先生
岡田 紀子 先生

YO GA STU D IO CALM
重松 寛道 氏
レグナテッ ク 株式会社 代表取締役社長
樺島 賢吾 氏
to ta l sa lo n SHIEN
伊東 志織 氏

募集依頼は既に教育情報シス

テムにて配信済みです！

「 組合員のから だの健康づく り 」 や「 メ ンタ ルヘルス」 についての研修会を開催し たい、 または「 組合員の

抱える不安や悩み」 について専門職の相談を受けたいと いっ たご要望に対し 、 「 講師の派遣」 や「 研修会費用

の助成」 、 「 相談員の派遣」 と いっ たサポート を行っ ています。

講師派遣事業は、 事務職員部会

や養護教諭部会等でも ご利用いた

だいており ます。

講演の内容はメ ンタ ルヘルスに

関するも のだけでなく 、 スト レッ

チなどの体を動かすも のも あり ま

すので是非ご活用く ださ い！

詳細は下記Q Rコ ード より ご確認

く ださ い！

令和８ 年度 健康・ メ ンタ ルヘルス事業 について

　 近年の国際情勢や経済状況の悪化など、 私たち を 取り 巻く 環境は日々変化し ており 、 こ う し た変化によ り 、 心身の不調に悩

む人も 多いのではないでし ょ う か。 佐賀支部では、 教職員のメ ンタ ルヘルスについて様々な事業を 展開し ています。 学校での

多忙な日々における リ フ レ ッ シュ を 目的と し て、 またはメ ン タ ルヘルスマネジメ ン ト のスキルを 身につける 機会と し て、 是非

ご活用く ださ い。

7月24 日(金)　 グラ ンデはがく れ

8月  4 日(火)　 ゆめぷら っ と 小城　

8月20 日(木)　 グラ ンデはがく れ

いずれの日程も 13 ： 25 ～1 6： 3 5

6月29日(月)　 相知交流文化センタ ー

7月14日(火)　 ゆめぷら っ と 小城

9月  9日(水)　 グラ ンデはがく れ

いずれの日程も  10： 25 ～ 1 5： 20
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民間医療機関メ ンタ ルヘルス相談室について
心の健康に不安を抱える組合員および被扶養者に対し 、 専門家に気軽に相談できる機会を設けています。

現在抱えている悩み事を相談し てみませんか？

〇対象　 　 　 　 組合員と その被扶養者

〇相談料 無料（ 回数制限なし ） 相談時間は1回あたり 60 分

〇実施期間　 　 令和8年4月1 日から 令和9 年3 月31 日

〇その他 （ 1） 指定医療機関に予約の際は『 公立学校共済組合佐賀支部のメ ンタ ルヘルス相談室』 を

利用する旨を伝えてく ださ い。

（ 2） 受診の際は指定医療機関の窓口で組合員証等（ 下記のいずれか） を提示し てく ださ い。

マイ ナ保険証、 マイ ナポータ ルの資格情報画面、 資格確認書

資格情報のお知ら せ

受 付 時 間（ 相談日時）電 話 番 号住 所指 定 医 療 機 関

  9 :0 0 ～1 7 :00 （ 月～金）095 2-31 -1441佐賀市神園3 丁目1 8-45神野病院

  9 :0 0 ～1 1 :00 （ 月～土）

1 3 :0 0 ～1 6 :00 （ 月～金）
095 2-45 -1331佐賀市川副町大字福富827早津江病院

  9 :0 0 ～1 2 :00 （ 月～土）

1 3 :3 0 ～1 6 :30 （ 月～土）
094 2-89 -2800

三養基郡みやき 町
大字白壁2 92 7

光風会病院

  8 :3 0 ～1 1 :30 （ 月・ 火・ 水・ 金・ 土）

1 4 :0 0 ～1 6 :00 （ 月・ 火・ 水・ 金）
095 5-70 -1001唐津市紺屋町1 668 -3こ こ ろク リ ニッ ク

  9 :0 0 ～1 2 :00 （ 月～金）

1 4 :0 0 ～1 6 :00 （ 月～金）
095 5-77 -5120唐津市原8 42 番地1

虹と 海の
ホスピタ ル

  9 :0 0 ～1 7 :00 （ 月～土）095 5-22 -2128伊万里市立花町32 3-2
山のサナーレ・
ク リ ニッ ク

  9 :0 0 ～1 1 :30 （ 月・ 火・ 水・ 金）

1 4 :0 0 ～1 7 :30 （ 月・ 火・ 水・ 金）
095 4-27 -8211武雄市武雄町昭和21 0

松永メ ンタ ル
ク リ ニッ ク

  8 :3 0 ～1 7 :00 （ 月～金）095 4-43 -0157嬉野市嬉野町下宿乙1 919嬉野温泉病院

忙し く 働いている中でも 取り 入れやすい食事法や

運動法、 睡眠についての正し い知識の情報を提供し

ます。

食生活改善や睡眠に関する講義のほか、 軽度な運

動を行います。 また、 筋力量や体脂肪量等を測定し 、

測定結果を基にラ イ フ スタ イ ルやワーク スタ イ ルに

い合わせた健康アド バイ スを行います。

○実施時期 ６ 月25 日（ 木） 13 ： 1 0～1 6： 30

〇会場 ゆめぷら っ と 小城

○講師 佐賀県口腔支援センタ ー

RIZ AP株式会社

今年度の参加募集は終了し まし た。

※当日は運動し やすい服装でお越し く ださ い！

生活充実型講演会

フ ァ イ ナンシャ ルプラ ンナーによる資産形成を実施し ます！
ラ イ フ プラ ン形成を考える若年層の方に向けた講演会です！

〇実施時期　 7月9 日（ 木）

〇会場グラ ンデはがく れ

退職後の医療保険制度の説明や食事、 運動指導と

ラ イ フ プラ ンセミ ナーを実施し ます！

定年延長の方や再任用職員の方も ど う ぞご参加

く ださ い！

【 第1 回】 8月21日（ 金） 会場： グラ ンデはがく れ

【 第2 回】 9月17日（ 木） 会場： ゆめぷら っ と 小城

【 第3 回】 10 月15 日（ 木） 会場： グラ ンデはがく れ

※当日は運動し やすい服装でお越し く ださ い！

退職準備型講演会

令和８ 年度 健康増進セミ ナー 令和８ 年度 ラ イ フ プラ ン推進事業
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貸付金は、 「 一般貸付」 や「 住宅貸付」 など用途に応じ て貸付種別が異なり ます。

貸付種別によっ て、 貸付限度額や申込時の添付書類が異なり ますので、

ご不明な点は、 お気軽にお問い合わせく ださ い。

 （ 令和8年4 月1 日現在）

※　 その他の貸付金等の詳細については、 下記へお問い合わせく ださ い。

額度限付貸旨要の由事付貸

20 0 万円合場るすと要必を金資に時臨が員合組

利率(年利)※１

1 .3 2 %

組合員が自己の用に供するための住宅又は住宅の敷地が水

震火災その他の非常災害によ り 5 分の1 以上又はこ れと 同

程度の損害を 受け、 住宅の新築等をするために資金を必要

と する場合

組合員が要介護者に配慮し た構造を有する 住宅又は介護に

必要と なる 機器が設置さ れた住宅の新築等をするための資

金を 必要と する場合

30 0 万円

特別貸付
再任用組合員等が臨時に資金を 必要と する 場合

（ 再任用職員・ 臨時的任用職員・ 会計年度任用職員等）

組合員が自己の用に供するための住宅の新築、 増築、 改

築、 移築、 修理、 購入若し く は借入れ又は住宅の敷地の購

入、 借入れ若し く は補修（ 以下「 新築等」 と いう 。 ） をす

るため資金を 必要と する場合

住宅貸付けに係る 貸付

限度額の2 倍に相当す

る額。 ただし 、

1 ,9 0 0万円まで

給料月額×3 ／1 0 ×

残任期月数

ただし 、 2 0 0 万円まで

組合員期間に応じ た額

と 仮定退職手当の額の

いずれか高い額。 ただ

し 、 1 ,8 0 0 万円まで

組合員又はその被扶養者若し く は配偶者、 子、 孫、 兄弟姉

妹若し く は父母（ 配偶者の父母を含む。 ） で被扶養者でな

い者が療養（ 高額医療貸付けの対象と なる 療養を除く 。 ）

を 受けるため組合員が資金を必要と する場合

1 2 0 万円

組合員又はその子が結婚をする ため組合員が資金を 必要と

する場合
2 0 0 万円

組合員又はその被扶養者若し く は子、 孫若し く は兄弟姉妹

で被扶養者でない者が学校教育法（ 昭和2 2 年法律第2 6 号）

第1条に規定する小学校、 中学校、 義務教育学校、 高等学

校、 中等教育学校、 特別支援学校（ 幼稚部を除く 。 ） 、 大

学及び高等専門学校その他の教育機関で貸付規則で定める

も のに入学し 、 またはそれら の教育機関で修学するため組

合員が資金を必要と する場合

5 5 0 万円

組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害を受

けたため資金を必要と する場合
2 0 0 万円

地方公務員等共済組法第6 3 条に規定する 出産費又は家族

出産費の支給の対象と なる出産（ 出産費等の直接支払制度

の適用を受ける出産を 除く 。 ） に係る支払のため組合員が

資金を 必要と する場合

出産費又は

家族出産費相当額

組合員がその被扶養者又は配偶者、 子、 孫、 兄弟姉妹若し

く は父母（ 配偶者の父母を含む。 ） で被扶養者でない者の

葬祭を 行う ため資金を 必要と する場合

2 0 0 万円

地方公務員等共済組法第6 2 条の2 に規定する 高額療養費

の支給の対象と なる療養を受けるため組合員が資金を 必要

と する場合

高額療養費相当額

出産費又は家

族出産費支給

時に一括し て

控除

貸付種別

一般貸付

住宅貸付金

住宅災害貸付

在宅介護対応

住宅貸付

教育貸付

1 2 0 回以内

償還回数

残任期月数

以内

3 6 0 回以内

3 6 0 回以内

3 6 0 回以内

2 5 0 回以内

1 2 0 回以内

1 1 0 回以内

※1  表中の年利については、 貸付金保険料の一部と し て0 .0 6％が加算さ れています。

※2  貸付金の額は1 0 万円単位（ 高額医療貸付、 出産貸付を 除く ） です。

1 .3 2 %

1 .3 2 %

0 .9 9 %

1 .0 6 %

1 .3 2 %

0 .9 9 %災害貸付

医療貸付

結婚貸付

葬祭貸付

高額医療貸付

出産貸付

1 2 0 回以内

1 2 0 回以内

高額療養費

支給時に一括

し て控除

1 .3 2 %

1 .3 2 %

1 .3 2 %

無利息

無利息

公立学校共済組合佐賀支部 貸付担当

TEL： 0 9 5 2－2 5－7 2 2 5 FAX ： 0 9 5 2 －2 5－8 13 3

貸 付 金 制 度 に つ い て
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　 対象： 一般組合員

〇老齢厚生年金は何歳から 受給できるのでし ょ う か？

　 内容： 厚生年金（ 老齢、 障害、 遺族） 、 年金払い退職給付などを決定、 給付する事業を行っ ています。

【 問合せ先】 公立学校共済組合佐賀支部　 給付課（ 年金担当）  　 TEL 0 9 5 2 -2 5 -7 2 25

　 　 老齢厚生年金の受給開始年齢は原則6 5歳から です。

老 齢 厚 生 年 金 の 支 給 要 件

①生年月日に応じ た支給開始年齢以上であるこ と

②厚生年金被保険者期間が1 月以上（ 特別支給の場合は1年以上） であるこ と

③受給資格期間（ 注１ ） が1 0 年以上あるこ と

（ 注１ ）  公的年金を受給する資格があるこ と を判定する ための期間を いいます。 厚生年金被保険者期間、

　 　 　 　  国民年金の保険料を 納めた期間や納付を 免除さ れた期間などを 通算し て1 0 年以上あれば受給

　 　 　 　  資格を 満たし ているこ と になり ます。

老齢厚生年金の受給開始年齢は・ ・ ？

給付の種類

老齢厚生年金

障害厚生年金

障害手当金

遺族厚生年金

受給資格期間が10年以上ある者に65歳から 支給さ れます。 支給開始年齢につい

ては、 生年月日に応じ て、 60 ～64歳の経過措置があり ます。

障害厚生（ 共済） 年金が決定さ れるほどではないが、 厚生年金保険の被保険者

である間に初診日のある 病気やケガにより 、 一定程度の障害の状態にあると 認

定さ れたと き に支給さ れます（ 他の年金の受給権のある 者を 除く ） 。 初診日か

ら 5 年以内に治っ ているこ と （ 症状が固定） が必要です 。

厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある病気やケガにより 、 一定以上の

障害の状態にあると 認定さ れたと きに支給し ます。

組合員が在職中に死亡し たと き、 老齢厚生（ 退職共済） 年金や障害厚生（ 共済）

年金（ 障害等級1 ,2 級） の受給者又は受給資格期間が2 5 年以上ある 者が死亡し

たと きに、 遺族に支給さ れます。

退職年金
平成2 7 年1 0 月以降、 1 年以上の引き 続く 組合員期間がある者に、 給付算定基礎

に基づき 、 給付の半分は終身年金、 半分は有期年金と し て、 6 5 歳から 支給さ れ

ます。

長期給付事業（ 年金給付） と は

年
金
払
い
退
職
給
付

厚
生
年
金
保
険
給
付
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★ 一般組合員は、 「 健康保険」 と 「 年金」 の両方と も 『 公立学校共済組合』 に加入し ます。

　 老齢年金は、 本来65 歳から 支給開始ですが、 希望により 老齢厚生年金及び老齢基礎年金を繰上げて受給するこ と

ができ ます。 ただし 、 1 月あたり 0 .4 ％(昭和3 7 年4 月1 日以前に生まれた方は0 .5 ％)の割合で減額さ れ、 受け取る

年金は生涯減額さ れたままになり ます。

　 ①繰上げ請求を 行っ た後に、 取消し や変更をするこ と はでき ません。

　 ②障害年金の請求等に制約が生じ る事項があり ます。

　 ③繰上げ請求を する場合、 老齢基礎年金やほかの実施機関に係る老齢厚生年金(民間の厚生年金等)を

　 　 を含む全ての公的年金が繰上げ対象と なり ます。

　 【 条件例】 昭和41年5月生まれ、 年金額が15 0万円
24 % 0 .4×60月 　 　  6 0歳から 受給する場合(減額率24％)

19 .2 % 0 .4×4 8月
14 .4 % 0 .4×3 6月 　 減算額　 　 15 0万円×60月×0 .4％＝360 ,00 0円

9 .6% 0 .4×2 4月 　 年金額　 　 1 50万円－36 0 ,0 0 0円＝1 ,1 4 0 ,0 0 0円
4 .8% 0 .4×12月

　 老齢厚生年金・ 退職共済年金の受給中の方が再就職し 、 厚生年金保険に加入し たと き は、 老齢厚生

年金の全部又は一部が支給停止さ れるこ と があり ます。

一般組合員は、 上表の3 階部分が全額停止し ます。

全 額 支給 停 止 ・ 全 額 支 給 の 対 象

　 支給停止額（ 月額） ＝（ 年金の月額※1  ＋ 賃金の月額※2 － 6 5 万円※3  ） ×１ ／２

退職共済年金（ 経過的職域加算額） 及び退職年金（ 年金払い退職給付） の支給調整については、 以下のと おり です。

　 ・ 臨時的任用職員
（ 雇用期間2か月1日以上の条件あり ）
　 ・ 会計年度任用職員 ※1

日本年金機構
（ 一般厚生年金）

※1 　 会計年度任用職員の社会保険適用には、 週2 0 時間以上勤務、 報酬月額8 8 ,0 0 0 円以上、 雇用期間2か月1 日以上の条件あり 。

62歳
63歳

減額率

61歳

〇 公務員厚生年金（ 地方・ 国） の被保険者である場合…基本月額及び総報酬月額相当額にかかわら ず【 全額支給停止】 と なり ます。
〇 公務員厚生年金（ 地方・ 国） の被保険者でない場合…基本月額及び総報酬月額相当額にかかわら ず【 全額支給】 と なり ます。

64歳

※1 　 老齢厚生年金＋退職共済年金の月額（ 加給年金を除く 。 ）

※2 　 標準報酬月額＋（ 過去1 年間に支給さ れた標準賞与×１ ／12 ）

※3 　 こ れまで51 万円だっ た調整額は、 令和8 年4 月から 6 5万円に変更さ れまし た。

組合員種別 任用形態
社会保険制度

年金 健康保険

一般組合員
　 ・ 正規職員
　 ・ 再任用フ ルタ イ ム職員

公立学校共済組合
（ 公務員厚生年金）

公立学校共済組合

短期組合員

60歳
繰上げ時期

★ 短期組合員は、 「 健康保険」 のみ『 公立学校共済組合』 に加入し 、 「 年金」 は『 日本年金機構（ 一般厚生年金） 』

　  に加入し ます。

再就職により 年金が支給停止さ れるこ と があり ます

年金の繰上げ制度について

【 繰上げ請求する際の主な制約事項】

任用形態によっ て適用さ れる社会保険制度が異なり ます。一般組合員・ 短期組合員と は
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